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1 9 市経市第3 1 号の4

平成 1 9 年1 0 月1 9 日

名古屋市民オンブズマン

代表 倉 橋 克 実 様

弁 明意見書 の写 しの送付 並 び に反 論意 見書及 び

意見陳述 申出書の提 出にっいて ( 通知)

平成 19年 8月 1 6日付けをもつて据早された異講申平てにつャて`い、平成
19年 9月 3日付け 1 9市経市第 31号をもって名古屋市長から当審杢会'とをあ
決定に係る事項について諮間がありました。             ■

つきましては、当該異議申立てに対する弁明意見書の写しを別添めとおり送
付しますので、当該弁明意見書に対する反論等があるときは、平成 1 9年1 1月
2 6日までにその旨を記載した反論意見書を提出してください。

なお、異議申立人の申出があるときは、日頭で意見を述べる機会が与えられ
ますので、日頭で意見陳述を希望される場合は、その旨を記載した意見陳述申
出書を併せて提出してください。

(市民経済局地域振興部市政情報課 駈 0ら2二972二3153)
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19 貝オ 茅《 傷仔 67 壕計

平成1 9年1 0月1 5日

名古屋市情報公開審査会

会長 村 瀬 尚 男 様

名古 屋 市長  松 原 武 久

弁 明 意 見 書

平成1 9 年9 月 1 0 日付け、1 9 市経市第3 1 号の 2 に よる通知に対 して、次の
とお り弁明意見書を提出 します。       ィ

1  弁 明の趣旨

名古屋市民オンブズマン (名古屋市中区丸の内 3丁 目 6番 4号 L i vビ
ル 6階 )代 表である倉橋克実 (以下 「異議申立人」という。)が 平成1 9年
8月 1 6日付で提起 した名古屋市情報公開条例 (平成 1 2年名古屋市条例第
6 5号) (以 下 「条例」 という。)第 1 8条第 1項 に基づ く異議申立て (以下
「本件異議申立て」 といぅ。)は 、 これ を棄却することが適当である旨

の答 申を求める。

2  本 件異議申立てに対する認否

本件異議申立てに係る異議 申立書に記載されている 「異議申立ての趣
旨及び理由」を認めず、争 う|。

3  事 件の経過

( 1 )平 成1 9年6月 2 9日、異議申立人よ り、名古屋市長あて、以下の文
書について行政文書公開請求があった。           |
○公正入汗L確保主幹会議の平成1 9年4月 分

入札に関する監視内容がわかるもの

議事録、監視結果

○平成1 9年6月 1 2日開催の公正入札確保会議

平成1 9年4月 分入札 に蘭する会合の議事録、配布資料

( 2 ' )平 成1 9年7月 9日 、名古屋市長は、上記の請求について、以下の
理 由によ り行政文書の一部 を非公開と決定 (行政文書一部公 開決
定)し た。

ア 条 例第 7条第 1項第 5号 ア該当



詳細分析の絞込みに関する観点 ・手法等が公 となることによ り、正確な事実の把握を困難にするぉそれ又は違法若しくは不当な
行為 を容易にし、若 しくはその発見 を困難 にするおそれがあ り、
常時監視の公正又は適正な遂行 に支障 を及 ぼすおそれがぁるた
め。

ィ 条 例第 7条第 1項第 4号 該当
詳細分析の対象が公 となることによ り、特定のものに不当に不

利益 を及 ぼすおそれがあるため。
ウ 条 例第 7条 第 1項第 4号 該当

議事録 を公にすることによ り、率直な意見の交換又は意思決定
の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

3 )平 成1 9年6月1 6日、異議申立人は、上記の行政文書一部公開決定を不服として、名古屋市長に対して、本件異議申立てを行った:

弁 明の理 由

1 ) 常 時監 視 各 局提供 デー タ ( 月初 ) ( 異 議 申平書 記載 の 「文書① 」)につ いて

ア 条 . 例第 7 条 第 1 項 第 5 号 ア該 当 につ いて
入I L 状況 の常時監 視 を行 う最大 の 目的 は、談合等 不正行 為 を早期に発見 し、そ れ ら不正 を抑止 す る ことにあ る。 しか し、ェ事 の入札は年 間約 3 千 件 あ り、特 定 の契約 につ いて 直 ち に不正 を発見 す る ことは極 めて 困難 で ぁ る。そ のた め、 まず は入札 全件 にっ ぃて、業種別、契約方式別に落札率、入札参

傑需譜濡承紫旨宗憲点昼塁撮喜嶺の条件で絞込むことによ り、入札」
ないかを評査 し、その上で特定の業種又は案件について詳細分析することとした。

1点蒼合冨啓雀||み猿櫂努名後猛罹こ
る項目である。この絞込みの観

よ・り試 行 を重な る!予・定!で|ある力ヽ 十_

半梗晋写F室奮示雷炉よ雪ぼ歯蟹評曇密揺崇旨パ憲提抗の発見を試みているのか、又はどこまで絞込みを行マているのかが明‐らかになることにょり、それらの発見を困難にするような隠蔽ェ作がなされ ―iるおそれがあり、談合等の行為を容易にするおそれも生 じてくる。
果議申平人は、「「ぉそれ」とは単なる確率的な可能‐性があれば足  ‐

iりる、とぃぅものでなく、法的保護に値する蓋然性が要求される」 |と主張してぃるが、この入札状況の常時監視は、談合につぃて過去
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2 )平 成1 9年度工事の入札状況 (平成1 9年3・ 4月開札分) (異 議申
立書記載の 「文書②」)に ついて

ア 条 例第 7条第 1項第 5号ア該当について
非公開部分は、文書①と同様、不自然な状況を発見し、詳細分析

を行うための絞込みに関する項目である。
非公開理由についても、文書①と同様である。

( 3 )詳 細分析 (平成1 9年4月分) (異議申立書記載の 「文書③」)に つ
いて

ア 条 例 第 7 条 第 1 項 第 5 号 ア該 当 につ いて
非 公 開部 分 の うち 、 「1 対 象」 及 び 「2 分 析 結 果 一

覧」 の状況 欄
につ いて は、今 回詳細分 析 す る―こと と した業種 につ いて の絞 込 み の
理 由 を示 した もので あ り、 「2 分 析 結果 一覧」 の分 析 欄及 び欄外 の
注釈については、その絞込みの観点を含んだものである。

非公開理由については、文書①と同様である。加えて、異議申立
人は本詳細分析について、「過去の行為の分析であるから ・・「ぉそ
れ」などあり得ない」、「談合を指摘できなかった (或いは談合と認
定しなかった)本 分析結果が明らかになったからといって ・・談合
を隠蔽するための手がかりを提供することにはならない」と主張し
ているが、本分析は前にも述べたとお り、最終的な判断 。結論を記
したものではなく、継続的な検証における中間的な認識について記
録したものである。

イ 条 例第 7条第 1項第 4号 (特定のものに不当に不利益を及ばすお
それ)該 当について

非公開部分のうち、「2分析結果一覧」の業種欄及び分析欄は、
絞込みの結果詳細分析の対象となった (入札状況に不自然な状況が
疑われた)業 種、及び入札案件並びに入札参加者を特定することが
できる情報を含んだ事項である。

本分析は、前に述べたとお り、詳細分析の対象となつた業種又は
特定の入札参加者について、談合等不正行為の有無を最終的に判断
したものではない。しかし、本分析内容が明らかになることにより、
対象者が市民に疑いの目で

・
見 られたり、犯罪者又は被疑者扱いされ、

またそ のことにより経営に障害 ・損害が発生する等、不当に不利益
をゃよぼすぉそれがある。特に、中小の事業者にとっての影響は重子

 大 である。

異議申立人は、「項目欄には業種までしか記載されておらず、分
析結果が明らかにならたか らといって直ちに特定の業者が分析対
象になるといえるか自体、不明である」と主張しているが、本項目
欄には分析の段階によっては特定の事業者名について記載があり



得るものであり、また仮に特定の事業者名について記載が無い場合

であっても、本市においては全ての入札案件について、件名、業種、

参加者名、入札金額等を公表しており、非公開とした業種llFl、分析

欄の記載から、入札参加者を特定することは極めて容易である。ま

た、「おそれ」について、文書①でも主張 した 「法的保護に値する

高度の蓋然性」に触れているが、本分析は談合という犯罪に関する

事柄であり、間違っても無実の者が犯罪者又は被疑者扱いされては
ならない。当局は警察、検察等の権限ある捜査機関ではないことか
らも、むしろ事業者が不当に不利益を受けないことの方が法的保護
に値するものである。

(4)公 正入札確保会議議事録 (異議申立書記載の 「文書‐④i)に つい
て            ｀

ア 条 例第 7条 第 1項第 5号 ア 及 び

イ 条 例第 7条第 1項第 4号 (特定のものに不当に不利益を及ぼすお
それ)該 当について

非公開部分は、平成19年6月 12日開催の公正入札確保会議のうち、
非公開で行われた部分の発言内容であり、文書①、②及び③等の内
容を踏まえたものである。

非公開理由については、これまで文書①、②及び③について述べ
たとお|りである。

ウ 条 例第 7条第 1項第 4号 (率直な意見の交換又は意思決定の中立
性が不当に損なわれるおそれ)該 当について

会議の発言内容は、継続的な調査における現段階での中間的な認
識であり、未確認情報く憶測等を含み得るものであると

これらを公開することにより、それらがあたかも事実あるい は結
論であるかのごとく市民から誤認されるおそれがあり、また、発言
者に対 し圧力がかかる等、会議出席者の自由で率直な意

!見!交
換又は今
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ぎない 。・。要旨は発言者の発言そのままではないし、また批判を
浴びるおそれのあるような発言内容をあえて要旨に記載|すること
は考えにくい」と主張 しているが、本発言内容についてはt要 旨で |
はあるが、正当性、妥当性等について特段のチェック ・補正等を行｀
わず、ありのままに記録 したものである。また、「処分庁の理由が、
公正入札確保会議のメンバーに、外部からの圧力がかかるというこ
とを含むとしても、会議に参加する公正入札ア ドバイザ■と各局主
幹はその識見を期待されて会議に参加している者であり

!、
議事録を‐

読んだ市民の批判によって発言を控えたり変えたりするような者

―



ではないことも明 らかでぁる (だか らこそ識見がある、とされるの
である。)」 との主張もあるが、議事の内容は談合 という犯罪に関
する非常にデ リケー トなものであることに留意が必要である。会議
及びその発言内容 を非公開とし、真 に自由で率直な意見 を述べても
らうこともまた、当局が期待 していることでぁる。

( 5 )そ の他                     !

異議申立人が主張するとお り、 「談合の防止や監視は国民的関心
事であり」、 「市民の目という後 ろ盾を得て、談合等不正行為の監
視に取 り組むことこそ求め られている」 ものである。

本市が行 う入札状況の常時監視について も、談合等不正行為の早
期発見 と抑止に加え、監視結果の公表による本市の入札 ・契約手続
の透明性 ・公正性の向上 を目的に掲げている。 これ までのところ、
毎月、 lヵ 月分の全件分析結果を公表 し、加えて 3ヵ 月毎に、全件
分析結果の取 りまとめを公表 している。現在さらに、談合等不正行
為 に対す る抑止力を高めるよ うな情報公開の方法 について検討 し
ているところである。

公開にあたっては、談合は犯罪であ り絶対に許さないといぅ強い
姿勢を示す ことが重要である。一方で、契約の相手方である事業者
は、市 と協力 して事業を推進する重要なパー トナーであ り、いたず
らに疑いの目を向けるべきでないことも考慮すべきでぁる。
今後 とも、入札状況の常時監視に関する情報公開については、条

例の基本理念及び異議申立人を含めた市民の声を踏 まえ、その効果、
影響等 を十分に検討 した上で対応 していくものである。
なお、異議申立人が 「名古屋市以外の多くの自治体では、外部委

員をメンバーとする入札監視委員会が組織 されている。」と述べて
いることについて、本市においても、平成 8年 4月 か ら外部の有識
者か らなる入札監視委員会が設置 されていることを一言 申 し添え
る。

5  結 論   /

以上により、本件異議申立ては、棄却することが妥当とする答申を求
めるものである。


